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実践 法人税 

ＣＯＮＴＥＮＴＳ 

第１章 令和 3年度改正のポイント 

１．研究開発税制 2 

2．給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除    6 

３．認定事業適用法人の欠損金の損金算入の特例の創設 9 

４．株式等を対価とする株式の譲渡に係る所得の計算の 

 特例の創設 10 

５．デジタルトランスフォーメーション投資促進税制の創設 10 

６．カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の創設 11 

７．中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の 

適用期限を２年延長 12 

８．大企業の特別措置法適用制限 13 

９．中小企業者等の貸倒引当金の特例  13 

 

 

第２章 収益の計上時期における実務上のポイント 

１．益金の額 16 

２．資産の販売 16 

３．有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供 16 

４．無償による資産の譲受け 16 

５．その他の取引 16 

６．資本等取引 16 
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７．資本金等の額 17 

８．法人税法における収益の計上基準 17 

 

第３章 前払費用の法人税での取扱い 

１．損金の額 24 

２．前払費用 24 

 

第４章 消耗品費等の法人税での取扱い 

１．原則 28 

２．特例 28 

３．適用にならないもの 28 

４．事務用消耗品 28 

５．作業用消耗品 28 

６．包装材料 28 

７．広告宣伝用印刷物 28 

８．見本品 29 

 

第５章 債務確定基準 

１．債務確定基準 32 

２．債務の確定の判定 32 

３．損害賠償金 32 
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第 6章 別表四と五（一）の仕組みと関係 

１．別表四の機能 34 

２．別表四の記載 34 

３．別表五（一）の構造 36 

４．別表五（一）の作成 36 

 

 

第 7章 租税公課の法人税における取扱いと 

未払法人税等の計上 

１．原則 38 

２．損金不算入となる租税公課 38 

３．租税公課の損金算入時期 38 

４．未払法人税等の計上 39 

 

第 8章 役員給与 

１．会社法上の報酬等 42 

２．役員給与の取扱い 42 

３．役員退職金の取扱い 47 

 

第 9章 従業員給与 

１．過大な使用人給与の損金不算入 50 

２．使用人賞与の損金算入時期 50 
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第 10章 会社と役員間における不動産の取引 

１．役員の所有する土地を低額で法人に譲渡するケース 52 

２．法人の所有する土地を低額で役員に譲渡するケース 52 

３．役員の所有する土地を高額で法人に譲渡するケース 53 

４．法人の所有する土地を高額で役員に譲渡するケース 53 

５．参考条文 53 

 

 

第 11章 資本的支出と修繕費 

１．資本的支出 56 

２．資本的支出の例示 56 

３．修繕費 56 

４．少額又は周期の短い費用 56 

５．形式基準 57 

６．資本的支出と修繕費の区分の特例 58 

７．ソフトウエアに係る資本的支出と修繕費 59 

 

第 12章 資本的支出の取得価額の特例 

１．原則 62 

２．特例 62 

３．中小企業者等の少額減価償却資産の特例 64 
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第 13章 貸倒引当金計上時の実務上のポイント 

１．貸倒損失 66 

２．貸倒引当金の損金算入 68 

３．個別評価金銭債権に係る貸倒引当金 68 

４．一括評価金銭債権に係る貸倒引当金 70 

 

第14章 交際費等の取扱い 

１．交際費等の意義 74 

２．交際費等の損金不算入 74 

３．交際費等になるもの、ならないもの 75 

 

第 15章 保険料の取扱い 

１．生命保険料の取扱い 78 

２．保険期間 3年以上の定期保険又は 

第三分野保険の保険料の取り扱い 83 

３．損害保険料の取扱い 85 

 

第 16章 リース取引 

１．税法におけるリース取引の意義と取扱い 88 

２．売買取引として取り扱われた場合の減価償却費の計算 89 

３．金銭の貸借とされるリース取引 90 
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第 17章 給与等の支給額が増加 

した場合の法人税額の特別控除 

１．人材確保等促進税制 92 

２．中小企業者等向け措置 94 

 

第 18章 主な決算チェックポイント 

１．売上関係 98 

２．売上原価関係 98 

３．給与関係 98 

４．減価償却資産関係 98 

５．引当金関係 99 

６．交際費関係 99 

７．その他の費用・損失関係 99 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




